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１．はじめに 

日本は火山列島と呼ばれるほど火山の多い国であ

り、地下深部にはマグマが存在し、膨大な地熱エネ

ルギーが眠っている。地熱は、エネルギー資源に恵

まれない我が国にとって、純国産の生産エネルギー

資源であり、安定した供給を行うことができるため、

積極的な開発を進めようという声も多い。また、地

球温暖化などの環境問題が話題となっている中で、

地熱発電は CO2 排出量が格段に少ないことや、地熱

を住宅の空調システムに利用するなど、クリーンな

未利用エネルギーとしてその重要性が再認識されて

いる 1）。さらに、火山国である我が国では、各地に

有数の温泉観光地が点在しており、温泉大国と呼ば

れるほどである 2）。地熱と温泉は切っても切れない

関係であることからも、地熱は我が国にとって大変

貴重な観光資源であるとも言える。 

地熱の利用については、様々な研究がある。例え

ば、建築の分野では、地中熱についてではあるが、

ヒートポンプシステムに関する研究 3）などがある。

一方、観光資源である温泉については、別府温泉を

事例とした大規模温泉街の形成過程に関する松田ら

の研究 4）などがある。 

地熱は、発電や温泉旅館などの大規模なものに利

用されている印象が大きく、私達の身近な一般家庭

でも簡単に利用されているという印象は薄い。この

ような小規模な地熱利用法についての研究は未だ不

十分である。 

そこで本研究では、現在でも地熱を利用した共同

施設や住宅設備が継続して利用されている熊本県阿

蘇郡小国町に着目し、地域に住む人々による地熱の

利用法と、共同施設がどのような過程で今日まで引

き継がれているかを、管理や運営方法から考察した。 

２．調査対象地と調査方法 

 調査対象地は、熊本県阿蘇郡小国町である（図１）。

聞き取り調査によれば、小国町では地域資源である

地熱が、少なくとも昭和 14 年以前より温泉源として

主に温泉旅館に利用されてきた。同時に共同浴場や

共同洗い場、共同蒸し場、さらに住宅設備として人々

の暮らしに密接に関係してきた。生活スタイルが大

きく変化した高度経済成長期を経てもなお、引き続

き生活に利用されている共同浴場や洗い場、蒸し場

などの共同利用は注目すべき点である。その中でも、

無人の共同浴場がある奴留湯（ぬるゆ）地区・山川

地区・寺尾野地区・はげの湯地区を調査対象地区に

選定した。また、小国町の中でも、岳の湯地区には

地熱を住宅に利用している例が見られる。あわせて、

岳の湯地区も調査対象地区に選定した。調査方法は、

各共同浴場の管理者および岳の湯地区の住民に対す

る聞き取り調査、共同浴場の実測と図面作成、郷土

史やその他の文献資料の収集であり、現地調査は

2010 年 5 月～12 月の間に行った。 

 

 

図 1 小国町と対象地区の位置関係 5）
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３．地域の施設としての地熱利用 

（１）共同施設の概要 

熊本県小国町の地熱を利用した共同施設として、

浴場、洗い場が挙げられる。 

地熱により温泉源が得られるこの地域では、古く

は江戸時代から参勤交代の立ち寄り湯として利用さ

れていた。管理者が常駐して、入湯料を徴収する温

泉施設は 50 ヶ所以上ある。その一方、管理人が常駐

しておらず、住民たちで運営、管理している共同浴

場（図２）は現在では 6 ヶ所のみである。残された

共同浴場は、古くから何度も改装され、住民たちの

手によって守り続けられてきた。 

一方、共同洗い場は奴留湯地区にあり、地熱によ

る温水を利用したもので日常的に食器や洗濯物、食

材を洗う時に利用されている。 

（２）共同浴場の利用形態 

 2010年 10月 20～21日に行った共同浴場の管理者

への聞き取り調査結果の概要を表１に示す。 

 共同浴場を作る際に、出資した住民は利用契約と

して無料で利用することができる。一方、一般の人々

も備え付けの料金箱に入湯料を入れて利用すること

ができる。小国町自体が温泉観光地として有名なの

で、インターネットや口コミにより秘湯として多く

の温泉愛好家や観光客が訪れる。これらの人々によ

る入湯料収入で、共同浴場を運営するには十分な収

益が得られ、地域の収益として、改修や掃除用具の

購入などの共同浴場の運営、地元の祭りなどに使わ 

れている。例えば、奴留湯地区では定期的に話し合 

 

表 1 各共同浴場の管理方法 

図 2 共同浴場の例 

（右：寺尾野温泉共同浴場 左：山川温泉共同浴場） 

 

いが行われ、収益の使途を決めている。清掃に関し 

ては、それぞれ利用している家が順番に当番制で行

っており、報酬はない。しかし、山川地区では利用

契約をしている住民が高齢なため、収益の中から報

酬を払って掃除ができる住民に掃除を頼んでいる。

掃除の際、1 度湯を抜いて、また溜めるために 1 時

間近くかかることから、朝早くから掃除を行ってい

るところが多い。 

４．岳の湯地区での住宅設備としての地熱利用 

 岳の湯地区は、集落のあちこちから蒸気が立ち上

る蒸気の町である 6）。この地区では、地熱による蒸

気を利用した、地域特有の文化や歴史が住宅設備か

ら見受けられ、蒸気が毎日の暮らしの中に溶け込ん

でいる。 

（１）地獄がま 

「地獄がま」とは、地熱による蒸気を利用した手

作りの調理設備のことである。岳の湯地区の人々は

70 年以上も前から、地獄がまを食材の煮炊きや蒸し

料理に利用してきた。地獄がまの分布は、住宅地図

7）を基に 2010 年 5 月に 1回、8 月に 1回、11 月に 4

回現地を訪問して、記録した。さらに、12 月に聞き

取り調査もあわせて補足調査を行い、図３を作成し

た。図３に示すように、地獄がまは集落全体に 23

カ所存在した。 

地獄がまは、①地面の割れ目から吹き出る蒸気の

上に藁を敷いただけの自家用簡易型（4カ所）、②コ

ンクリートや甕などを使って「かま」を形作ってい

る自家用独立型（13 カ所）、③コンクリート製の蒸

気口を２つ持つ自家用複数型（5カ所）、④観光客用

奴留湯温泉 山川温泉 寺尾野温泉 はげの湯温泉

入浴時間 9：00～21：00 6：00～21：00 9：00～21：00 7：00～21：00

入湯料（町民料金） 100円 無料 無料 無料

入湯料（一般） 200円 大人300円、子供150円 200円 300円

地元利用件数 14集落 ６軒 ６軒 ２軒

収入/年 15万円前後 10万円前後 20万円前後 10万円前後

清掃 ２日に１回 汚れた時 ３日に１回 ２日に１回

当番表 ○ × ○ ×

人数 ２軒（２人） 気づいた人 １軒ずつ（１人） １軒ずつ（１人）

掃除時間帯 9：00まで 特になし 6：00～9：00 特になし
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の大型の共同蒸し場（1カ所）、の大きく 4種類に分

類できる（図３中の写真を参照）。簡易型と独立型に

はそれぞれ共同利用のものも存在する。 

聞き取り調査を行うことができた 14 軒全てで地

獄がまを普段から利用しているという回答が得られ

た。また、自家用の地獄がまを自宅の敷地内に所有

している家は 10 軒、共同で利用している家は 4軒だ

った。蒸気が出る場所によっては自宅から少し離れ

た場所に自家用の地獄がまを所有している家もあっ

た。また、共同で利用する場合は、互いに譲り合い、

相手が使っていない時に利用している。 

聞き取り調査によると、地獄がまは炊飯や煮物な

どの煮炊き、湯沸かしなど家庭用コンロに代わるも

のとして十分使用できるとのことであった。また、    

使用頻度で一番回答が多かったのは、週に 2～3回程

度であり、次いで毎日であった。このことから、料

理の内容や用途によっても使用頻度は変わってくる

ものの、地獄がまは日常的に利用され、岳の湯地区

の人々にとってはなくてはならない存在であると言

えよう。 

（２）蒸気コタツ 

「蒸気コタツ」とは地熱による蒸気を利用したコ

タツのことである。蒸気コタツの分布は、地獄がま

と同じようにして調査をした。特に I 邸、S 邸、AY

邸、U 邸、A 邸、SR 邸、K 邸の７軒では 2010 年 11

月に詳細な聞き取り調査を行った。 

蒸気コタツの仕組みは簡単で、床下を通して配管

を設置し、室内で蒸気を放出し、その上に漬物用の

  図３ 地獄がまと蒸気コタツの分類と分布（小国町岳の湯地区）
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甕あるいはステンレス製の箱状のものをかぶせてあ

るだけである。配管は、蒸気の出口側が高くなるよ

うに傾斜させてあり、甕やステンレス製の箱の内側

で結露した水滴が屋外へ排出されるように工夫され

ている。同じ一本の配管が蒸気の供給と屋外への排

水の 2 つの役割を同時に果たすよう、住民の経験に

よる知恵が活かされている。 

10 年ほど前までは、①漬物用の甕を使ったもの、

が主流だったが、調節機能がないことや高圧の蒸気

によるひび割れなど使い勝手が悪いため、現在では、

②ステンレス製の箱状のものを使ったもの、も多い

（図３中の写真参照）。①の場合は、年間を通して蒸

気が供給されており、夏場はビニールや毛布を何重

にも蒸気コタツにかぶせて放熱を防いでいる。一方、

②の場合では屋外にバルブがあり、必要な時のみ蒸

気が供給できるようになっている。なお、高温なた

め甕やステンレス製の箱に足が直接触れると火傷す

るという難点もある。 

（３）その他の住宅設備 

その他の住宅設備としては、地獄がまの蒸気口に

鍋が常に固定してあり、水を入れて湯を沸かせるよ

うになっている「湯沸かし器」（図４）や、小さな小

屋の内部に蒸気が通じたステンレス製の配管をめぐ

らせた「乾燥室」（図５）、「床暖房」などがある。こ

れらの設備は、ほとんどが住民たちの手作りであり、

地獄がまと蒸気コタツと同様に、多くの家庭に普及

している。聞き取り調査によると、湯沸かし器があ

るのは 2軒、乾燥室があるのは 10 軒、床暖房がある

のは 8 軒であった。また、乾燥室では洗濯物の乾燥

だけでなく、地元でとれた干しシイタケや切干大根

などの生産が行われており、住民たちの収入源にも

なっている。 

５．まとめと今後の課題 

熊本県阿蘇郡小国町に住む人々が、共同浴場や洗

い場、蒸気コタツ、地獄がまなどを利用する理由と

して、地域特有の住宅のつくりに関係があることが         

図４ 湯沸かし器    図５ 乾燥室の内部 

 

考えられる。この地域の一般的な住宅のつくりとし

て、炊事場が狭く、浴室がないからである。共同浴

場や地獄がまなどの利用を見越して住宅が建てられ

ているとも言え、現在もなおそのままの形で残って

いるため、住民たちは自然とこれらの設備を使うラ

イフスタイルになっている。また、共同利用に関し

ては近隣住民や観光客とのコミュニケーションの場

としても使われている。 

小国町では、住む人々の日常生活に蒸気が溶け込

んでおり、地熱を利用した共同施設と住宅設備は、

コミュニティの場、生活の場として、人々の暮らし

の知恵や経験によりその時代に合わせた性質を備え

ることで利用が継続されてきたと考えられる。 

今後の課題としては、一般客も含めた各共同浴場

の利用状況、地獄がまなどの住宅設備の時間帯別に

よる使用頻度を調べ、さらに詳しい利用実態を明ら

かにしたい。 
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